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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2023年６月29日に提出いたしました第103期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）有価証券報告書に添付し

ております「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる記載がありましたので、これを訂正するた

め、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

独立監査人の監査報告書

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
（訂正前）

独立監査人の監査報告書
（中略）

 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 
工事契約における一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上高の計上

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要
な事項） ４．会計方針に関する事項（6）重要な収益及
び費用の計上基準に記載のとおり、一部の連結子会社で
は、流体荷役機械関連の製造販売及びメンテナンスサー
ビスの提供（以下、工事契約という。）に関して、一定
の期間にわたり充足される履行義務につき、履行義務の
充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を
一定の期間にわたり認識している。当連結会計年度にお
ける一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上
高は、5,579百万円である。なお、履行義務の充足に係
る進捗度は、見積総原価に対する発生した原価の割合に
よって算出される。
エネルギー機械産業グループセグメントの工事契約

は、主に流体荷役機械及び関連機器の設計、製造、施
工、据付等を請け負うものであり、長期にわたる契約が
多く、契約内容も顧客との合意に基づく仕様を満たすた
め個別性が強い。
売上高計上の基礎となる履行義務の充足に係る進捗度

は、決算日までに発生した原価と見積総原価の比較によ
り算出するが、総原価の見積りは、工事着手後における
仕様の変更や現場の状況の変化等により影響を受ける。
そのため、工事契約ごとに実行予算を策定したうえ、工
事の進捗状況を踏まえて、適時に総原価の見直しを行っ
ているが、この見積りは不確実性を伴うものである。
以上より、工事契約における一定の期間にわたり充足

される履行義務に係る売上高は、連結財務諸表において
重要であり、進捗度の算出に不確実性を伴うため、当監
査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当する
ものと判断した。

当監査法人は、工事契約における一定の期間にわたり
充足される履行義務に係る売上高（以下、工事売上高と
いう。）の検討に当たり、主として以下の監査手続を実
施した。
・　工事契約の受注から工事売上高計上に至るまでの内
部統制について、その整備状況及び運用状況を評価し
た。

・　工事契約一覧を閲覧し、一定の期間にわたり充足さ
れる履行義務として抽出すべき工事契約が網羅的に抽
出されているかについて検討を行った。

・　一定の基準により抽出した工事契約について、決算
日時点の工事契約額及び工期に関する確認書を顧客に
送付して回収し、会社の認識と一致しているかについ
て検討を行った。

・　一定の基準により抽出した工事売上高について、契
約書や注文書の閲覧を実施するとともに、必要に応じ
て責任者に質問を実施した。

・　一定の基準により抽出した工事売上高に係る原価に
ついて、工事売上一覧の見積総原価が適時に更新さ
れ、発生した原価が正確に集計されていることを確か
めるため、承認された竣工原価表を閲覧し、必要に応
じて証憑突合・責任者への質問を実施した。

・　当連結会計年度において完成した工事契約案件につ
いて、総原価の見積りと実績とを比較し、当連結会計
年度における進捗度の算出に関する会社の見積りプロ
セスの有効性を評価した。

 

（後略）
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　　（訂正後）

独立監査人の監査報告書
（中略）

 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 
工事契約における一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上高の計上

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要
な事項） ４．会計方針に関する事項（6）重要な収益及
び費用の計上基準に記載のとおり、一部の連結子会社で
は、流体荷役機械関連の製造販売及びメンテナンスサー
ビスの提供（以下、工事契約という。）に関して、一定
の期間にわたり充足される履行義務につき、履行義務の
充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を
一定の期間にわたり認識している。当連結会計年度にお
ける一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上
高は、4,914百万円である。なお、履行義務の充足に係
る進捗度は、見積総原価に対する発生した原価の割合に
よって算出される。
エネルギー機械産業グループセグメントの工事契約

は、主に流体荷役機械及び関連機器の設計、製造、施
工、据付等を請け負うものであり、長期にわたる契約が
多く、契約内容も顧客との合意に基づく仕様を満たすた
め個別性が強い。
売上高計上の基礎となる履行義務の充足に係る進捗度

は、決算日までに発生した原価と見積総原価の比較によ
り算出するが、総原価の見積りは、工事着手後における
仕様の変更や現場の状況の変化等により影響を受ける。
そのため、工事契約ごとに実行予算を策定したうえ、工
事の進捗状況を踏まえて、適時に総原価の見直しを行っ
ているが、この見積りは不確実性を伴うものである。
以上より、工事契約における一定の期間にわたり充足

される履行義務に係る売上高は、連結財務諸表において
重要であり、進捗度の算出に不確実性を伴うため、当監
査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当する
ものと判断した。

当監査法人は、工事契約における一定の期間にわたり
充足される履行義務に係る売上高（以下、工事売上高と
いう。）の検討に当たり、主として以下の監査手続を実
施した。
・　工事契約の受注から工事売上高計上に至るまでの内
部統制について、その整備状況及び運用状況を評価し
た。

・　工事契約一覧を閲覧し、一定の期間にわたり充足さ
れる履行義務として抽出すべき工事契約が網羅的に抽
出されているかについて検討を行った。

・　一定の基準により抽出した工事契約について、決算
日時点の工事契約額及び工期に関する確認書を顧客に
送付して回収し、会社の認識と一致しているかについ
て検討を行った。

・　一定の基準により抽出した工事売上高について、契
約書や注文書の閲覧を実施するとともに、必要に応じ
て責任者に質問を実施した。

・　一定の基準により抽出した工事売上高に係る原価に
ついて、工事売上一覧の見積総原価が適時に更新さ
れ、発生した原価が正確に集計されていることを確か
めるため、承認された竣工原価表を閲覧し、必要に応
じて証憑突合・責任者への質問を実施した。

・　当連結会計年度において完成した工事契約案件につ
いて、総原価の見積りと実績とを比較し、当連結会計
年度における進捗度の算出に関する会社の見積りプロ
セスの有効性を評価した。

 

（後略）
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